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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年３月１６日（日） ０５時０７分ごろ 

発生場所 長崎県島原市島原新港北東方沖 

 島原新港南防波堤灯台から真方位０４６°６,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５１.２′ 東経１３０°２４.９′） 

事故調査の経過  平成２６年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 きく丸、１９トン 

   ２７３－２９８３長崎、崎永海運株式会社 

   １１.９１ｍ（Lr）×４.８０ｍ×２.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５１４.８５kＷ、昭和６２年９月 

Ｂ 台船 清
せい

竜
りゅう

、約６８６トン 

   なし、崎永海運株式会社 

   ４５.００ｍ×１６.００ｍ×２.７０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６１年（建造） 

Ｃ モーターボート 勝海遊
かつかいゆう

丸、５トン未満 

   ２７３－７２２３熊本、個人所有 

   ６.５８ｍ（Lr）×２.０１ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３.５５kＷ、平成６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成１３年１０月２２日 

    免許証交付日 平成２３年８月１日 

           （平成２８年１０月２１日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 平成１０年７月２１日 

    免許証交付日 平成２４年８月１７日 

           （平成３０年７月２０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｃ 死亡 １人（船長Ｃ） 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首外板に擦過傷 

Ｃ 船首部のハンドレールが曲損、操舵室天井部及びオーニングレー

ルが脱落、船尾のスパンカーマストが曲損、機関室、操舵室等が濡

損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、空船のＢ船をえい
．．

航して

引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、船長Ａが操舵室前

部の舵輪後方に立って手動操舵を行い、甲板員Ａが操舵室右舷側の寝

台で休息をとり、約７ノットの速力で島原新港北東方沖を北進した。

 Ａ船は、えい
．．

航索を約８０ｍ伸出しており、黄色回転灯、マスト灯

２個、両舷灯、引き船灯及び船尾灯を点灯し、Ｂ船は、赤色点滅灯４

個を点灯していた。 

 船長Ａは、３海里（Ｍ）レンジとしたレーダー画面により、のり養

殖漁場に設置された多数の灯浮標の映像を右舷側に見ながら、目的地

の熊本県玉名
た ま な

市名
め

石浜
いしはま

に向けて同漁場を回り込むように北進中、レー

ダー画面で右舷船首０.５Ｍ付近に映像を認めたので、目視で確認し

たところ、右舷船首約６０°方向に縦に連掲した白色点滅灯及び白灯

を視認した。 

 船長Ａは、Ａ船引船列の右舷方にはのり養殖漁場が南北に広がって

いることから、Ａ船引船列の右舷方から他船が接近して来ることはな

いと思っていた。 

 船長Ａは、島原湾の航行経験が豊富であり、島原湾内では漁具等の

ブイが多数散在し、中には‘点滅灯を取り付けているブイ’（以下

「点滅ブイ」という。）があることを知っていた。 

 船長Ａは、右舷船首方に視認した白色点滅灯及び白灯のほかに舷灯

が見えなかったことから、白色点滅灯及び白灯を点滅ブイと思い、同

ブイを避けるために大回りして航行することにした。 

 船長Ａは、左舵を取り、ＧＰＳプロッターを見てＡ船の船首が三池

港の西方を向いたことを確認した後、舵を戻して針路を定め、レーダ

ーで周囲の状況を確認したところ、レーダー画面で右舷正横より少し

後方０.２５Ｍ付近に映像を認めたので、探照灯で同方向を照射し

た。 

 船長Ａは、船の形が見えたことから、レーダーで認めた映像が船舶

（Ｃ船）であることが分かり、Ａ船がＢ船をえい
．．

航していることをＣ

船に知らせようと思い、探照灯でＢ船とＣ船を交互に照射したり、Ａ

船とＢ船との間のえい
．．

航索を照射したり、汽笛を吹鳴したりして注意

喚起を行った。 

 船長Ａは、右舷正横より少し後方に見えていたＣ船が、徐々に右舷

船尾方に見えるようになり、操舵室右舷船尾側の窓から見えていたＢ

船の赤色点滅灯がＣ船で隠れたことから、Ｃ船がＡ船とＢ船の間に入
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り込んだと思い、機関の操縦レバーを中立にした。 

 船長Ａは、平成２６年３月１６日０５時０７分ごろ、島原新港北東

方沖において、操舵室左舷船尾側の窓から後方を見たところ、転覆し

たＣ船が見え、会社及び海上保安部に本事故の連絡を行った。 

 船長Ａは、海上保安部から、Ｃ船を見失わないように監視するこ

と、及び付近にＣ船乗組員がいれば、救助を行うことを指示され、甲

板員Ａと共にＣ船を監視しながら、Ｃ船付近の海上を探照灯で照射し

てＣ船乗組員の捜索を行った。 

 Ａ船引船列は、海上保安庁の情報によれば、Ｂ船船首外板に擦過傷

が認められ、えい
．．

航索にはＣ船と接触したような痕跡が見当たらなか

った。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、島原新港北東方沖を航行中にＢ

船と衝突し、転覆した。 

 船長Ｃは、通報を受けて出動した海上保安庁の機動救難士により、

転覆したＣ船の船内で浮遊しているところを発見され、ヘリコプター

に収容されたものの、既に心肺停止状態であり、病院に搬送された

後、死亡が確認され、溺水による死亡と検案された。 

 Ｃ船は、転覆した状態で漂流していたが、１０時５４分ごろ沈没

し、３月１９日にクレーン台船で引き揚げられた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１６℃ 

日出時刻：０６時２８分ごろ 

 その他の事項 

 

 船長Ｃは、船内に救命胴衣を備え付けていたが、発見されたとき、

救命胴衣を着用していなかった。 

 船長Ｃは、泳ぎが得意ではなかった。 

 船長Ｃは、発見されたとき、防水型の携帯電話を所持していたが、

電源を喪失していた。 

 Ｃ船は、操舵室両舷の窓及び同室後部の引き戸が開いた状態であっ

た。 

 Ｃ船は、両色灯及び白色全周灯の設備はあったが、操舵室天井部の

損傷が激しく、その他の灯火設備については不明であった。 

 Ｃ船の操舵室内の灯火のスイッチは、３個のスイッチボタンが押さ

れている状態であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ 不明 

 Ａ船引船列は、島原新港北東方沖を北進中、船長Ａが、右舷船首方

に認めた白色点滅灯及び白灯を点滅ブイと思い込み、同ブイを避ける

ように航行していたところ、レーダー画面で右舷後方０.２５Ｍ付近
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に映像を認め、確認したところ、Ｃ船であることに気付いたことか

ら、Ｃ船に注意喚起を行ったものの、Ｂ船とＣ船とが衝突したものと

考えられる。 

 Ｃ船は、島原新港北東方沖において、Ｂ船と衝突したものと考えら

れるが、船長Ｃが死亡したことから、衝突に至った状況及びＣ船の灯

火の点灯状況を明らかにすることはできなかった。 

 船長Ｃの死因は、溺水であった。 

 船長Ｃは、転覆した船内で発見されたことから、船内で溺水したも

のと考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなか

った。 

原因  本事故は、夜間、島原新港北東方沖において、Ａ船引船列が北進

中、Ｂ船とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダーで映像を探知した場合は、映像の動静を確認し、船舶か

どうかの判断を早めに行うこと。 

 ・救命胴衣を着用することが望ましい。 

 


